


平成１５年 ４月３０日
事業契約書（案）

頁 条項 訂正前 訂正後

事業契約書（案）および基本協定書（案）訂正表

16 第41条
第2項

大学は、大学が要求水準書等において事業者に提示し
た条件に関する近隣住民等の要望活動・訴訟に起因
し、維持管理業務等に係る増加費用を生じた場合に
は、当該増加費用を負担するものとする。

大学は、大学が要求水準書等において本件事業の内容等、
本件事業の遂行そのものに関する近隣住民等の要望活動・
訴訟に起因し、維持管理業務等に係る増加費用を生じた場
合には、当該増加費用を負担するものとする。

19 第52条
第3項

施設の引渡し後に大学が提示した条件に起因して、維
持管理業務等の過程で第三者に損害が発生した場合、
大学がその損害を賠償しなければならない。ただし、
事業者側の事情に起因して大学が条件を提示した場合
を除く。

大学が提示した条件に起因して、維持管理業務等の過程で
第三者に損害が発生した場合、大学がその損害を賠償しな
ければならない。ただし、事業者側の事情に起因して大学
が条件を提示した場合を除く。

21 第57条
第2項

前項により契約が解除された場合、事業者は、大学が
被った損害を賠償しなければならず、それに加えて当
該解除が生じた事業年度の維持管理費等相当の1年間分
の金額の100分の20に相当する違約金を大学に対して支
払わなければならない。なお、大学は、サービス購入
費のうち施設整備費相当の残額の100分の100に相当す
る金額については、解除前の支払スケジュールに従っ
て支払う。

前項により契約が解除された場合、事業者は、大学が被っ
た損害を賠償しなければならず、それに加えて当該解除が
生じた事業年度の維持管理費等相当の1年間分の金額の100
分の20に相当する違約金を大学に対して支払わなければな
らない。なお、大学は、サービス購入費のうち施設整備費
相当の残額及び当該解除の日までに履行済の維持管理業務
等に係る維持管理費等相当のうち未払となっている金額の
合計額の100分の100に相当する金額については、解除前の
支払スケジュールに従って支払う。

21 第58条
第2項

前項に基づき本事業契約が終了した場合、大学は、事
業者に対し、当該終了により事業者が被った損害及び
合理的な増加費用を賠償する。この場合においても、
大学は、本件施設の引渡しが完了しているときには、
サービス購入費のうち施設整備費相当の残額を解除前
の支払スケジュールに従って支払う。

前項に基づき本事業契約が終了した場合、大学は、事業者
に対し、当該終了により事業者が被った損害及び合理的な
増加費用を賠償する。この場合においても、大学は、サー
ビス購入費のうち施設整備費相当の残額及び当該終了の日
までに履行済の維持管理業務等に係る維持管理費等相当の
うち未払となっている金額の合計額の100分の100に相当す
る金額については、終了前の支払スケジュールに従って支
払う。

21 第59条

大学は、事業者に対して、180日以上前に通知を行うこ
とにより、他に特段の理由を有することなく本事業契
約を解除することができる。この場合、本件施設の引
渡しが完了しているときには、大学は、本件施設の所
有権を保持し、サービス購入費のうち施設整備費相当
に相当する部分を、解除前の支払スケジュールに従っ
て支払う。また大学は事業者に対して、当該解除によ
り事業者が被った一切の損害（逸失利益を含むが、こ
れに限られない。）を速やかに賠償する。

大学は、事業者に対して、180日以上前に通知を行うこと
により、他に特段の理由を有することなく本事業契約を解
除することができる。この場合、本件施設の引渡しが完了
しているときには、大学は、本件施設の所有権を保持し、
サービス購入費のうち施設整備費相当の残額及び当該解除
の日までに履行済の維持管理業務等に係る維持管理費等相
当のうち未払となっている金額の合計額の100分の100に相
当する金額を、解除前の支払スケジュールに従って支払
う。また大学は事業者に対して、当該解除により事業者が
被った一切の損害（逸失利益を含むが、これに限られな
い。）を速やかに賠償する。

22 第60条

第68条第2項に基づく協議にもかかわらず、本事業契約
の締結後における法令変更により、大学が本件事業の
継続が困難と判断した場合又は本事業契約の履行のた
めに多大な費用を要すると判断した場合、大学は、事
業者と協議の上、本事業契約の全部を解除することが
できる。この場合、本件施設が完成している場合に
は、その所有権は大学に帰属するものとし、本件施設
が未完成である場合には、大学は出来形部分を検査の
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22 第61条

第70条第2項の協議にもかかわらず、不可抗力に係る事
由が生じた日から60日以内に本事業契約等の変更及び
増加費用の負担について合意が成立しない場合、大学
は、第70条にかかわらず、事業者に通知の上で、本事
業契約の全部を解除することができる。この場合、本
件施設が完成している場合には、その所有権は大学が
取得又は大学に留保されるものとし、本件施設が未完
成である場合には、大学は出来形部分を検査の上、当
該検査に合格した部分の所有権をすべて取得した上
で、当該出来形部分に相応する代金を事業者に対して
支払うものとする。なお、これらの場合、大学は、
サービス購入費のうち施設整備費相当の残額を解除前
の支払スケジュールに従って支払うものとする。ただ
し、本件施設が未完成であるときは、出来形部分に相
応する工事費相当額に限るものとする。また、事業者
がすでに維持管理業務又は運営補助業務を開始してい
る場合、大学は、維持管理業務又は運営補助業務を終
了させるために要する費用を事業者に支払うものと
し、その支払方法については大学及び事業者が協議に
より決するものとする。

第70条第2項の協議にもかかわらず、不可抗力に係る事由
が生じた日から60日以内に本事業契約等の変更及び増加費
用の負担について合意が成立しない場合、大学は、第70条
にかかわらず、事業者に通知の上で、本事業契約の全部を
解除することができる。この場合、本件施設が完成してい
る場合には、その所有権は大学が取得又は大学に留保され
るものとし、本件施設が未完成である場合には、大学は出
来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権を
すべて取得した上で、当該出来形部分に相応する代金を事
業者に対して支払うものとする。なお、これらの場合、大
学は、サービス購入費のうち施設整備費相当の残額及び当
該解除の日までに履行済の維持管理業務等に係る維持管理
費等相当のうち未払となっている金額の合計額の100分の
100に相当する金額を、解除前の支払スケジュールに従っ
て支払うものとする。ただし、本件施設が未完成であると
きは、出来形部分に相応する工事費相当額に限るものとす
る。また、事業者がすでに維持管理業務又は運営補助業務
を開始している場合、大学は、維持管理業務又は運営補助
業務を終了させるために要する費用を事業者に支払うもの
とし、その支払方法については大学及び事業者が協議によ
り決するものとする。

25 第67条

（契約保証金）
事業者は、落札金額（入札金額にその価格の100分の5
に相当する額を加算した金額をいう。）の100分の10に
相当する金額以上の契約保証金を本事業契約締結時に
納付する。ただし、事業者は、契約保証金の納付に代
えて、自己の責任及び費用負担において、大学又は事
業者を被保険者とし、施設費相当に相当する金額を保
証金額とする履行保証保険契約を締結することがで
き、かかる履行保証保険契約を締結した場合は、大学
は、事業者に対し、契約保証金を免除する。事業者
は、本事業契約締結前に当該履行保証保険契約の写し
を大学に提出しなければならない。なお、事業者は、
事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結した
場合には、保険金請求権の上に、第56条第2項に基づく
違約金支払請求権を被担保債権として、大学のため
に、質権を設定する。かかる質権設定の費用は事業者
が負担する。

（履行保証保険）
事業者は、自己の責任及び費用負担において、大学又は事
業者を被保険者とし、施設費相当の100分の10以上に相当
する金額を保証金額とする履行保証保険契約を締結し、本
事業契約締結後速やかに当該履行保証保険契約の写しを大
学に提出しなければならない。なお、事業者は、事業者を
被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合には、保
険金請求権の上に、第56条第2項に基づく違約金支払請求
権を被担保債権として、大学のために、質権を設定する。
かかる質権設定の費用は事業者が負担する。

25 第69条

法令変更により、施設整備業務、維持管理業務等につ
き事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場
合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙10に従うも
のとする。

法令変更により、施設整備業務、維持管理業務等につき事
業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、本事業
契約において特に定める場合を除き、当該増加費用又は損
害の負担は、別紙10に従うものとする。

26 第71条

不可抗力により、施設整備業務、維持管理業務等につ
き事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場
合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙11に従うも
のとする。

不可抗力により、施設整備業務、維持管理業務等につき事
業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、本事業
契約において特に定める場合を除き、当該増加費用又は損
害の負担は、別紙11に従うものとする。

26 第72条

不可抗力により、施設整備業務、維持管理業務等につ
き、第三者に損害が発生した場合、当該損害（ただ
し、第20条第4項、第32条第4項又は第52条第4項に基づ
き事業者、請負人等又は受託者等が加入した保険等に
より填補された部分を除く。）の総額の100分の1に相
当する部分を事業者が、それ以外の部分を大学がそれ
ぞれ負担するものとする。

不可抗力により、施設整備業務、維持管理業務等につき、
第三者に損害が発生した場合、当該損害（ただし、第20条
第3項、第32条第4項又は第52条第4項に基づき事業者、請
負人等又は受託者等が加入した保険等により填補された部
分を除く。）の総額の100分の1に相当する部分を事業者
が、それ以外の部分を大学がそれぞれ負担するものとす
る。

27 第77条

事業者は、契約締結日以降、契約期間の終了に至るま
で、事業年度の最終日より3ヶ月以内に、商法上の大会
社に準じた公認会計士の監査済財務書類（商法（明治
32年法律第48号）第281条による貸借対照表、損益計算
書、営業報告書、利益の処分又は損失の処理に関する
議案及びその附属明細書をいう。）及び年間業務報告
書を大学に提出し、かつ、大学に対して監査報告及び
年間業務報告を行うものとする。なお、大学は当該監
査済財務書類及び年間業務報告書を公開することがで
きる。

事業者は、契約締結日以降、契約期間の終了に至るまで、
事業年度の最終日より3ヶ月以内に、商法上の大会社に準
じた公認会計士の監査済財務書類（商法第281条による貸
借対照表、損益計算書、営業報告書、利益の処分又は損失
の処理に関する議案及びその附属明細書をいう。）及び年
間業務報告書を大学に提出し、かつ、大学に対して監査報
告及び年間業務報告を行うものとする。なお、大学は当該
監査済財務書類及び年間業務報告書を公開することができ
る。
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27 第79条
第3項

契約期間の定めについては、「民法」（明治29年法律
第89号）及び「商法」（明治32年3月9日法律第48号）
の定めるところによるものとする。

契約期間の定めについては、民法（明治29年法律第89号）
及び商法の定めるところによるものとする。

33 別紙３
1．

設計建設期間中の保険(本事業契約第20条関係) 建設期間中の保険(本事業契約第20条関係)

基本協定書(案）

頁 条項 訂正前 訂正後

1 第4条第
2項

乙は、平成●年●月●日までに、前項に定める設計、
施設整備、維持管理及び運営補助の各業務を受託する
者又は請け負う者と事業予定者との間でかかる各業務
に関する業務委託契約又は請負契約を締結せしめるも
のとし、締結後その写しを甲に提出するものとする。

乙は、甲と乙の協議により別途定める日までに、前項に定
める設計、施設整備、維持管理及び運営補助の各業務を受
託する者又は請け負う者と事業予定者との間でかかる各業
務に関する業務委託契約又は請負契約を締結せしめるもの
とし、締結後その写しを甲に提出するものとする。

2 第6条第
1項

第６条　乙は、平成●年●月●日までに、事業予定者
を商法上の株式会社として適法に設立し、その商業登
記簿謄本を甲に提出する。

第６条　乙は、本協定締結後速やかに、事業予定者を商法
上の株式会社として適法に設立し、その商業登記簿謄本を
甲に提出する。


